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第３章 計画の推進 

栗原市男女共同参画推進体制 

（１） 推進体制の整備・拡充 

・男女共同参画に関する事業の企画、立案、実施、広報、啓発等を総合的かつ計画的に

実施する担当部署の整備を図ります。 

・横断的に施策を展開していくために、各部局の連携や調整を図り、「男女共同参画推

進本部」を設置し、全庁をあげて施策を推進します。 

・市民や事業者等、地域が一体となって取り組むため、「栗原市男女共同参画推進委員

会」を設置し、推進の進捗状況の評価及び推進のための助言や提言を受けるとともに、

推進体制の充実を図ります。 

・全職員向けに男女共同参画社会についての研修を実施し、知識の共有化を図ります。 

（２） 国・県等との連携 

・男女共同参画推進に係る問題は、広範多岐にわたっています。市として国・県等の機関と情

報交換を行う等連携を図ると共に、支援と協力を要請します。 

・自治体相互の情報交換や協力体制の実現に向け近隣自治体との連携強化に努めます。 

（３） 市民及び諸団体との連携 

・地域で進める男女共同参画づくりの認識を深めるための啓発を行います。 

・本市の男女共同参画に係る自主的な活動を行っている団体やサークルとの連携を図るととも

に、その活動を支援します。 

（４） 相談体制の充実 

・多様なニーズに応えるため、各分野の相談機能の充実を図るとともに、男女共同参画の視点

に立った相談対応の推進に努めます。 

・各関係機関の相談窓口の連携を図り、情報ネットワークの構築を図ります。 
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（５） 計画の進行管理 

・毎年、計画の細目に基づいて講じた施策について、内部評価するとともに外部評価機関によ

る検証・評価を行い、次年度の施策の効果的な実施、新たな課題への対応のほか、次期計画

の見直しに反映していきます。 
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